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添
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都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
設
定
調
書
 

   

年
 
 
 
 
 
 
 
月
 

     

都
道
府
県
名
 
 
 

都
市
計
画
区
域
名
 
 
 

 



   

都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
策
定
又
は
変
更
に
必
要
な
資
料
等
 

 

参
考
様

式
 

都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
策
定
又
は
変
更
の
種
別
 

必
須
様
式
 

任
意
様
式
 

1 
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
策
定
に
お
い
て
、
区
域
区
分
を
行
う
場
合
(新
規
及
び
見
直
し
) 

1～
5 

6 

2 
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
策
定
に
お
い
て
、
区
域
区
分
を
行
わ
な
い
場
合
(新
規
及
び
見
直
し
) 

1、
2、
4 

6 

3 
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
変
更
に
お
い
て
、
区
域
区
分
の
あ
る
場
合
 

1～
3、
5 

6 

4 
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
変
更
に
お
い
て
、
区
域
区
分
の
な
い
場
合
(区
域
区
分
の
廃
止
含
む
) 

1、
2、
4 

6 

 
(注
)(
1)
 
様
式
6は
任
意
と
す
る
。
 

 
 
 
(2
) 
「
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
設
定
調
書
」
の
用
紙
の
規
格
は
A4
横
と
す
る
。
 

 
 
 
(3
) 
都
市
計
画
法
第
6条
第
1項
の
基
礎
調
査
の
結
果
、
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
変
更
を
見
直
し
と
す
る
。
 

 
 
 
(4
) 
1／
25
,0
00
の
地
形
図
(都
市
計
画
法
第
14
条
に
基
づ
く
図
面
)を
添
付
す
る
。
な
お
、
図
面
は
、
折
り
畳
ん
だ
後
、
表
の
面
の
中
央
に
「
図
面
の
名
称
」

を
記
入
す
る
。
 



  1 
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
策
定
又
は
変
更
の
必
要
性
及
び
理
由
 

 

(様
式
―
1)
 

策
定

年
月

日
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 

広
域
都
市

計
画
圏
名
 
 
 

都
市
計
画
区
域
名
 

(指
定
年
月
日
) 

 
 

関
係

市
町
村
名
 
 
 

策
定
又
は
変
更

年
月

日
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 

 1 
都
市
計
画
区
域
の
概
要
 

   2 
都
市
計
画
の
目
標
 

   3 
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
策
定
又
は
変
更
の
必
要
性
及
び
理
由
 

   
 

 
(注
)(
1)
 
「
広
域
都
市
計
画
圏
名
」
は
、
広
域
都
市
計
画
圏
を
想
定
す
る
場
合
に
限
り
記
入
す
る
。
 

 
 
 
(2
) 
「
都
市
計
画
区
域
の
概
要
」
、
「
都
市
計
画
の
目
標
」
及
び
「
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
策
定
等
の
必
要
性
及
び
理
由
」
は
、
要
点
を
具
体
的

に
記
入
す
る
。
 



  2 
人
口
等
調
書
 

 

(様
式
―
2)
 

人
口

等
 

工
業
出
荷

額
 

前
回
の
見
直
し
目
標
 

都
市

計
画

区
域

名
 

市
町

村
名
 
行
政
区
域

面
積
 
都
市
計
画

区
域
面
積
 

平
2 

平
7 

平
12
 
平
22
 
平
2 

平
7 

平
12
 
平
22
 
人

口
 

 
( 
 年
) 

工
業

出
荷
額
 

( 
 年
) 

 
 

ha
 

ha
 

人
 

(世
帯
) 

人
 

(世
帯
) 

人
 

(世
帯
) 

人
 

(世
帯
) 

千
円
 

千
円
 

千
円
 

千
円
 

人
 

千
円
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(注
)(
1)
 
都
市
計
画
法
第
13
条
の
国
土
計
画
又
は
地
方
計
画
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
計
画
に
よ
る
人
口
、
工
業
出
荷
額
を
示
す
調
書
を
添
付
す
る
。
 

 
 
 
(2
) 
年
次
は
例
示
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
基
準
年
次
と
そ
の
10
年
前
、
5年
前
及
び
目
標
年
次
と
す
る
。
 

 
 
 
(3
) 
目
標
年
次
欄
は
、
目
標
値
を
市
町
村
ご
と
に
定
め
な
い
場
合
に
は
数
市
町
村
を
ま
と
め
て
記
入
し
て
も
よ
い
。
 

 
 
 
(4
) 
目
標
年
次
に
お
け
る
人
口
、
工
業
出
荷
額
の
推
計
の
根
拠
に
関
す
る
資
料
を
別
途
添
付
す
る
。
 



  3 
市
街
化
区
域
調
書
 

 

(様
式
―
3)
 

市
街

地
人

口
等
 

市
街

地
面

積
 

前
回
の
見
直
し

の
目
標
 
( 
 
年
) 

D
I
D 

市
街
化
区
域
 

D
I
D 

市
街
化
区
域
 

都
市
計
画

区
域

名
 市
町
村
名
 

平
2 

平
7 
平
12
 
平
7 
平
12
 
平
17
 
平
22
 
平
2 

平
7 
平
12
 
平
7 
平
12
 
平
17
 
平
22
 

市
街
化

区
域
人

口
 

市
街
化

区
域
面

積
 

 
 

人
 

人
 

人
 

人
 

(世
帯
) 

人
 

(世
帯
) 

人
 

(世
帯
) 

人
 

(世
帯
) 

ha
 

ha
 

ha
 

ha
 

ha
 

ha
 

ha
 

人
 

ha
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(注
)(
1)
 
「
DI
D」
は
、
国
勢
調
査
に
よ
る
DI
Dの
人
口
及
び
面
積
を
記
入
す
る
。
 

 
 
 
(2
) 
年
次
は
例
示
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
DI
D」
は
、
基
準
年
次
と
そ
の
10
年
前
、
5年
前
、
「
市
街
化
区
域
」
は
、
基
準
年
次
と
そ
の
10
年
前
、
5年
前

及
び
目
標
年
次
と
す
る
。
 

 
 
 
(3
) 
目
標
年
次
欄
は
、
目
標
値
を
市
町
村
ご
と
に
定
め
な
い
場
合
に
は
数
市
町
村
を
ま
と
め
て
記
入
し
て
も
よ
い
。
 

 
 
 
(4
) 
目
標
年
次
に
お
け
る
人
口
の
推
計
の
根
拠
に
関
す
る
資
料
を
別
途
添
付
す
る
。
 



  4 
区
域
区
分
の
有
無
に
関
す
る
調
書
 

 

(様
式
―
4)
 

 
 

 
(注
) 
区
域
区
分
の
有
無
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
、
都
市
計
画
運
用
指
針
Ⅳ
―
1―
2の
1の
(3
)の
①
の
必
要
事
項
に
つ
い
て
、
要
点
を
具
体
的
に
記
入
す
る
。
例
え

ば
、
「
市
街
地
の
拡
大
の
必
要
性
」
、
「
人
口
の
増
減
及
び
分
布
の
変
化
並
び
に
今
後
の
見
通
し
」
、
「
工
業
、
商
業
そ
の
他
の
産
業
の
業
況
及
び
今
後
の
土

地
需
要
の
見
通
し
」
、
「
区
域
区
分
の
有
無
と
そ
の
判
断
の
根
拠
」
等
の
事
項
を
記
入
す
る
。
 

 
 
 
 
な
お
、
「
区
域
区
分
の
有
無
と
そ
の
判
断
の
根
拠
」
に
つ
い
て
は
必
ず
記
入
す
る
。
 



  5 
区
域
区
分
の
方
針
 

 

(様
式
―
5)
 

1 
目
標
年
次
に
市
街
化
区
域
及
び
市
街
化
調
整
区
域
に
配
置
さ
れ
る
べ
き
お
お
む
ね
の
人
口
及
び
産
業
の
規
模
 

         2 
目
標
年
次
の
市
街
化
区
域
の
お
お
む
ね
の
規
模
及
び
現
在
市
街
化
し
て
い
る
区
域
と
の
関
係
 

         
 

 
(注
) 
本
様
式
に
つ
い
て
は
、
要
点
を
具
体
的
に
記
入
す
る
。
 



  6 
主
要
な
都
市
計
画
の
決
定
の
方
針
 

 

(様
式
―
6)
 

1 
土
地
利
用
に
関
す
る
主
要
な
都
市
計
画
の
決
定
の
方
針
 

    2 
都
市
施
設
の
整
備
に
関
す
る
主
要
な
都
市
計
画
の
決
定
の
方
針
 

    3 
市
街
地
開
発
事
業
に
関
す
る
主
要
な
都
市
計
画
の
決
定
の
方
針
 

    4 
自
然
的
環
境
の
整
備
又
は
保
全
に
関
す
る
都
市
計
画
の
決
定
の
方
針
 

   
 

 
(注
)(
1)
 
本
様
式
に
つ
い
て
は
、
都
市
計
画
運
用
指
針
Ⅳ
―
1―
2の
1の
(4
)の
事
項
に
つ
い
て
、
要
点
を
具
体
的
に
記
入
す
る
。
 

 
 
 
(2
) 
「
自
然
的
環
境
の
整
備
又
は
保
全
に
関
す
る
都
市
計
画
の
決
定
の
方
針
」
は
、
特
に
「
優
良
な
農
地
と
の
健
全
な
調
和
に
関
す
る
方
針
」
に
つ
い
て
重
点

的
に
記
述
す
る
。
 

 


